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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】柱状スペーサ周辺におけるパターンなどの破壊
や、基板間のギャップ不良などの別の不具合を生ずるこ
となく、基板間に位置ずれを生じたことを起因とする光
漏れの発生を起こし難い液晶表示装置を提供する。
【解決手段】液晶表示装置１０においては、カラーフィ
ルタ基板１２０上にアレイ基板１１０側へ突出して設け
られる複数の柱状スペーサ１３４の先端部分において、
当接するアレイ基板１１０表面の平坦部との間の摩擦を
大きくする凹凸部を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を表示する表示領域を備え、前記表示領域内にスイッチング素子と画素電極がアレ
イ状に配列するアレイ基板と、前記アレイ基板と液晶層を介して対向配置されるカラーフ
ィルタを備えたカラーフィルタ基板と、これら基板表面に形成される配向膜と、前記カラ
ーフィルタ基板上に前記アレイ基板側へ突出して設けられる複数の柱状スペーサとを備え
、
前記複数の柱状スペーサのうち少なくとも一部の柱状スペーサは、前記アレイ基板側へ突
出する先端部分において、前記アレイ基板に設けられる前記先端部分よりも広い平坦部に
当接して基板間を保持し、
当該先端部分において、前記アレイ基板表面との間の当該基板面と平行方向の摩擦を大き
くする凹凸部を備えたことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　前記凹凸部は、一方向に長手方向を有する溝状部と土手状部が交互に配置されるスリッ
ト状であることを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記凹凸部の溝状部と土手状部の長手方向は、前記アレイ基板におけるスイッチング素
子に信号を供給する配線である複数のゲート配線の延在方向に平行に設定されることを特
徴とする請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記凹凸部は、前記一方向に長手方向を有する溝状部と土手状部における長手方向に対
して一方の側壁面において傾斜面を備え、他方の側壁面において、前記カラーフィルタ基
板面に対して垂直方向に切り立った側壁面を備えており、
前記傾斜面は、前記表示領域の中央部側に向かう方向の側壁面に配置されていることを特
徴とする請求項３に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記凹凸部は、前記一方向に長手方向を有する溝状部と土手状部における長手方向に対
して一方の側壁面において傾斜面を備え、他方の側壁面において、前記カラーフィルタ基
板面に対して垂直方向に切り立った側壁面を備えており、
前記カラーフィルタ基板面に対して垂直方向に切り立った側壁面は、この凹凸部を備えた
柱状スペーサの当接する前記ゲート配線の端部により近い側の側壁面に配置されているこ
とを特徴とする請求項３に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記複数の柱状スペーサのうち前記凹凸部を備えた柱状スペーサ以外の少なくとも一部
の柱状スペーサは、前記アレイ基板およびカラーフィルタ基板の基板間の距離が縮まった
際にのみ前記アレイ基板と当接し前記基板間を保持するサブスペーサとして機能し、メイ
ンスペーサとして機能する前記凹凸部を備えた柱状スペーサとともにデュアルスペーサ構
造を構成することを特徴とする請求項１から請求項５の何れかに記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記凹凸部を構成する凹部の底面の前記カラーフィルタ基板表面からの高さが、前記サ
ブスペーサとして機能する柱状スペーサの前記カラーフィルタ基板表面からの高さと同じ
高さに設定されることを特徴とする請求項６に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置にかかり、特に、基板間を保持する柱状スペーサと、これら基
板表面に形成される配向膜とを備えた液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、アレイ状に配列するＴＦＴ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔ
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ｏｒ）と画素電極を備えるＴＦＴアレイ基板（以下、アレイ基板）とカラーフィルタなど
を備える対向基板（カラーフィルタ基板:以下、ＣＦ基板）との一対の基板間に狭持され
た液晶材料を備えた液晶パネルにより構成されている。この液晶パネルにおける一対の基
板間の距離を一定に保持する方法として、フォトリソグラフィ工程によってアレイ基板上
もしくはＣＦ基板上の所定位置に柱状スペーサ（ポストスペーサ:ＰＳとも呼ばれる）を
形成する方法が汎用されている。
【０００３】
　また、一般的な液晶パネルでは、柱状スペーサの形成後に配向膜材料が形成されるため
、柱状スペーサの表面にも配向膜が形成されている。また、この柱状スペーサはＣＦ基板
表面に形成される場合が多いことから、柱状スペーサの設けられている基板であるＣＦ基
板と対向する基板であるアレイ基板側の表面にも配向膜が形成されていることになる。こ
のようなパネル構造に対して、液晶表示装置の使用中などにおいて液晶パネルへ振動及び
外力が加わることに伴って、液晶パネルのたわみなどを生じる場合がある。このような液
晶パネルにたわみなどを生ずると、基板間が横方向（基板面に対して平行方向）に位置ず
れを生じることになる。特に液晶パネルの周辺部においては、その位置ずれ量が大きくな
る。
【０００４】
　このような基板間での横方向の位置ずれを生じた場合、ＣＦ基板表面に形成された柱状
スペーサに対して、アレイ基板表面がずれることになる。その結果、柱状スペーサ先端は
、アレイ基板表面の配向膜と接触した状態のまま、つまり、配向膜表面を擦りながらずれ
ることとなり、柱状スペーサ先端の当接する部分において、配向膜表面に形成された所望
の配向状態が変化することや、配向膜材料そのものに傷（配向膜表面が削れること）や剥
離（配向膜が剥がれること）を生ずることになる
【０００５】
　柱状スペーサ先端により擦られたアレイ基板表面の配向膜については、配向膜に傷や剥
離を生じた場合においては当然のこととして、配向膜表面の所望の配向状態が変化する場
合も含めて、所望の配向膜としての機能が得られなくなる。その結果、当該配向膜と接す
る液晶材料は所望のオンオフ動作をしなくなることになる。また、この所望の動作をしな
くなる液晶材料の範囲（配向異常領域とも呼ばれる）は、当該所望の機能が得られなくな
った配向膜と直接接する範囲に留まらず、当該配向膜の近傍周辺にまで及ぶ。特に、この
配向異常領域が、本来表示に寄与する領域として設定されている画素開口領域内にまで及
ぶと、所望の表示特性が得られない現象、最も顕著に視認され易く表示不良につながり易
い現象としては液晶材料がオフ動作しないことによる光漏れを生ずることになる。
【０００６】
　また、近年の液晶表示装置においては、低消費電力化の流れから、高開口率化（画素開
口領域の比率を高くすること）した設計が取られることが多く、画素電極の周辺部の配線
近傍などでの元々所望のオンオフ動作をしない領域と、当該領域を遮光するために配置さ
れるＣＦ基板に配置される遮光層によって遮光される領域とのマージン設定が最小化され
ている。従って、基板間での横方向の位置ずれが比較的大きく生じた場合には、柱状スペ
ーサの近傍に限られず、光漏れを生じてしまう。
【０００７】
　このような液晶表示装置への振動及び外力が加わることに伴うアレイ基板とＣＦ基板間
の位置ずれによって発生する光漏れを解決しようとする方法として、特許文献１において
は、柱状スペーサと対向するアレイ基板（ＴＦＴ基板）側に設けた突起構造物を柱状スペ
ーサに埋め込ませて位置ずれを抑制し光漏れを防止する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１０－４９１８５号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献１の構成においては、理論上は柱状スペーサと当該突起構造物
が噛み合うために、基本的にはずれを許容しない設計構造となっているが、プロセスバラ
ツキなどにより、位置ずれを生じた場合には、この柱状スペーサと突起構造物は噛み合わ
ずに、凸部同士が当接されることになる。その結果、液晶パネルにおける一対の基板間の
距離が所望の基板間隔（セルギャップ値とも呼ばれる）とならないなど、セルギャップの
面内均一性を保てない要因となる。また、この柱状スペーサと突起構造物が特にずれ無く
綺麗に噛み合っている場合においても、想定以上の外力が作用した際に、柱状スペーサや
突起構造物、或いは周辺のパターンなどの破壊を伴ってずれることとなり、逆に、より重
度の致命的な不具合を生ずる恐れがあった。
【００１０】
　本発明は、上記説明の様な課題を解決するためになされたものであり、その目的は、液
晶表示装置において、プロセスばらつきによるセルギャップに関する不具合や柱状スペー
サ周辺におけるパターンの破壊などを生ずることなく、振動及び外力が加わることに伴う
アレイ基板とＣＦ基板間の位置ずれを緩和することによって、振動・衝撃に対して強く、
高い表示品位の得られる液晶表示装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の液晶表示装置においては、カラーフィルタ基板上にアレイ基板側へ突出して設
けられる複数の柱状スペーサの先端部分において、前記アレイ基板の前記先端部分よりも
広い平坦部に当接して基板間を保持し、その先端部分に前記アレイ基板表面との間の当該
基板面と平行方向の摩擦を大きくする凹凸部を備えるものである。
【発明の効果】
【００１２】
　基板間距離を保持する柱状スペーサを備えた液晶表示装置において、柱状スペーサ周辺
におけるパターンなどの破壊や、基板間のギャップ不良などの別の不具合を生ずることな
く、基板間に位置ずれを生じたことを起因とする光漏れの発生を起こし難くすることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施の形態１の液晶表示装置における液晶パネルの断面図である。
【図２】本発明の実施の形態１の液晶表示装置における液晶パネルの平面図である。
【図３】本発明の実施の形態１の液晶表示装置における液晶パネルの要部断面図である。
【図４】本発明の実施の形態１の液晶表示装置におけるカラーフィルタ基板およびアレイ
基板の要部斜視図である。
【図５】本発明の実施の形態１の液晶表示装置における柱状スペーサの詳細図である。
【図６】本発明の実施の形態１の液晶パネルの製造工程におけるパネル組み立て工程を示
すフローチャートである。
【図７】本発明の実施の形態１の液晶表示装置の作用説明図である。
【図８】本発明の実施の形態２の液晶表示装置における柱状スペーサの詳細図である。
【図９】本発明の実施の形態２の液晶表示装置における液晶パネルの要部断面図である。
【図１０】本発明の実施の形態２の液晶表示装置の作用説明図である。
【図１１】本発明の実施の形態３の液晶表示装置における柱状スペーサの詳細図である。
【図１２】本発明の実施の形態３の液晶表示装置における液晶パネルの要部断面図である
。
【図１３】本発明の実施の形態３の液晶表示装置の作用説明図である。
【図１４】本発明の実施の形態４の液晶表示装置における液晶パネルの平面図である。
【図１５】本発明の実施の形態４の液晶表示装置における液晶パネルの要部断面図である
。
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【図１６】本発明の実施の形態４の液晶表示装置の作用説明図である。
【図１７】本発明の実施の形態４の液晶表示装置の作用説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
実施の形態１．
　本実施形態１の液晶表示装置に用いられる液晶パネル１０の構成について図１～図５を
用いて説明する。図１および図２は、液晶パネル全体の構成の断面図と平面図を其々示し
ており、図１は、図２におけるＡ－Ｂ断面線における断面図に対応する。また、図３およ
び図４は、発明の主要部となる柱状スペーサ近傍部分を示す詳細説明図であり、図３（ａ
）および図３（ｂ）は、デュアルスペーサ構造を構成するメインスペーサ部とサブスペー
サ部、其々の近傍部分における断面図、図４は、メインスペーサ部近傍部分のＣＦ基板と
アレイ基板の斜視図を示している。また、図５は、特にメインスペーサの上面から（図５
（ａ））と、側面２方向から（図５（ａ）中の矢印Ｄ１方向から見た側面図が図５（ｂ）
に、矢印Ｄ２方向から見た側面図が図５（ｃ）に其々該当）の詳細図を示している。
【００１５】
　なお、図は模式的なものであり、示された構成要素の正確な大きさなどを反映するもの
ではない。特に、ＣＦ基板とアレイ基板間に配置される構成については、説明の便宜上、
双方の基板の厚みに比べて、基板間の距離や基板面に垂直方向の長さなどを誇張して図示
している。また、図面が煩雑とならないよう、発明の主要部以外の省略や構成の一部簡略
化などを適宜行っている。以下の図においても同様とする。更に、以下の図においては、
図中、既出の図において説明したものと同一の構成要素には同一の符号を付し、適宜その
説明を省略する。
【００１６】
　ここでは、一例として、液晶の動作モードがＴＮ（Ｔｗｉｓｔｅｄ　Ｎｅｍａｔｉｃ）
モードで、スイッチング素子に薄膜トランジスタ（ＴＦＴ：Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａ
ｎｓｉｓｔｏｒ）を用いた液晶パネルに本発明を適用した場合について説明する。
【００１７】
　また、この液晶パネル１０は、ＴＦＴなどのスイッチング素子と画素電極がアレイ状に
配列するアレイ基板であるＴＦＴアレイ基板（以下、アレイ基板）１１０と、このアレイ
基板１１０と対向配置される対向基板であるカラーフィルタ基板（ＣＦ基板）１２０と、
表示領域１００に対応する領域を囲うように配置され、ＣＦ基板１２０とアレイ基板１１
０との間の間隙を密封するシールパターン１３３を備えている。また、このシールパター
ン１３３により密封され、ＣＦ基板１２０とアレイ基板１１０との間の間隙の少なくとも
表示領域１００に対応する領域に液晶層１３０が狭持されている。よって、シールパター
ン１３３は、表示領域１００に対応する領域の外側を額縁状に囲うように配置される額縁
領域１０１に形成されることになる。
【００１８】
　また、アレイ基板１１０およびＣＦ基板１２０の外形は何れも矩形となっており、アレ
イ基板１１０の外形の方が、ＣＦ基板１２０の外形よりも大きく、ＣＦ基板１２０の外形
端面より一部突出する突出部を有して重ね合わせ配置されている。
【００１９】
　なお、図２の平面図では、ＣＦ基板１２０の下に配置されるアレイ基板１１０の構成を
図示するために、図中左上の一部のみＣＦ基板１２０を図示し、それ以外の領域では、Ｃ
Ｆ基板１２０の図示を省略してアレイ基板１１０の構成を図示している。実際の構成とし
ては、ＣＦ基板１２０は、シールパターン１３３により囲まれる領域の外側の図中破線で
示される領域まで設けられている。
【００２０】
　また、図中では、表示領域１００となる矩形領域を点線で囲み、額縁領域１０１との境
界としている。なお、ここで使用した額縁領域１０１については、液晶パネル１０のアレ
イ基板１１０上、ＣＦ基板１２０上、或いは両基板間に挟まれる領域において、表示領域
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１００外側に位置する表示領域１００を取り囲む額縁状の領域、即ち表示領域１００を除
く全ての領域のことを意味し、表示領域１００についても、液晶パネル１０のアレイ基板
１１０上、ＣＦ基板１２０上、或いは両基板間に挟まれる領域の全てにおいて使用するこ
ととし、本明細書中においては全て同様の意味にて使用する。
【００２１】
　更にアレイ基板１１０とＣＦ基板１２０間には、基板間に所定の一定距離の間隙を形成
し保持する柱状スペーサ１３４および柱状スペーサ１３４ｓが表示領域１００内に多数配
置される。このシールパターン１３３により密封され、柱状スペーサ１３４および柱状ス
ペーサ１３４ｓにより保持されたＣＦ基板１２０とアレイ基板１１０との間の間隙の少な
くとも表示領域１００に対応する領域に液晶層１４０が狭持されている。なお、基板間に
所定の一定距離の間隙を形成し保持する柱状スペーサ１３４および柱状スペーサ１３４ｓ
については、本発明の特徴的な構成であることから、別途詳細に説明を行う。
【００２２】
　上述のアレイ基板１１０は、透明基板であるガラス基板１１１の一方の面に液晶を配向
させる配向膜１１２、配向膜１１２の下部に設けられ液晶を駆動する電圧を印加する画素
電極１１３、画素電極１１３に電圧を供給するスイッチング素子であるＴＦＴ１１４、Ｔ
ＦＴ１１４を覆う絶縁膜１１５、ＴＦＴ１１４に信号を供給する配線である複数のゲート
配線１１７およびソース配線１１８、ＴＦＴ１１４に供給される信号を外部から受け入れ
る端子１１６、端子１１６から入力された信号をＣＦ基板１２０側へ伝達するためのトラ
ンスファ電極（図示省略）、端子１１６から入力された信号をゲート配線１１７およびソ
ース配線１１８やトランスファ電極へ伝達する周辺配線（図示省略）などを有している。
【００２３】
　ＴＦＴ１１４については、より詳細な構成については、図３および図４を用いて別途説
明を行うが、アレイ基板１１０上の表示領域１００において、其々縦横に複数本配列して
設けられるゲート配線１１７とソース配線１１８の各交差部近傍に設けられる。画素電極
１１３については、ゲート配線１１７とソース配線１１８により囲まれる各画素領域内に
マトリクス状に配列して形成される。また、端子１１６、トランスファ電極、周辺配線に
ついては、額縁領域１０１に形成される。また、ガラス基板１１１の他方の面には偏光板
１３１を有している。
【００２４】
　一方、上述のＣＦ基板１２０は、透明基板であるガラス基板１２１の一方の面に液晶を
配向させる配向膜１２２、配向膜１２２の下部に配置され、アレイ基板１１０上の画素電
極１１３との間に電界を生じ液晶を駆動する共通電極１２３、共通電極１２３下部に複数
配列して設けられるカラーフィルタ１２４および複数のカラーフィルタ１２４間を遮光す
るため、或いは表示領域１００に対応する領域外側に配置される額縁領域１０１を遮光す
るために設けられる遮光層であるブラックマトリクス（Ｂｌａｃｋ　Ｍａｔｒｉｘ：ＢＭ
）１２５などを有しており、ＣＦ基板１２０のガラス基板１２１の他方の面、すなわち、
カラーフィルタ１２４、ＢＭ１２５などの設けられる面と反対側の面には偏光板１３２を
有している。
【００２５】
　なお、図中においては、ＣＦ基板１２０表面に形成される配向膜１２２について、主に
表示領域１００内の柱状スペーサ１３４および柱状スペーサ１３４ｓの形成部分以外の領
域に形成された状態で図示されているが、柱状スペーサ１３４および柱状スペーサ１３４
ｓの形成後に配向膜１２２とする配向膜材料は塗布されることから、柱状スペーサ１３４
および柱状スペーサ１３４ｓの表面にも配向膜材料は塗布されていることになる。然しな
がら、柱状スペーサ１３４および柱状スペーサ１３４ｓの表面に形成される配向膜材料自
体は比較的薄く形成されることや、柱状スペーサ１３４および柱状スペーサ１３４ｓの表
面では配向処理された配向膜としての実質的な機能を有さないことから、配向膜１２２と
しての図示を省略している。
【００２６】
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　更に、この液晶パネル１０は、後述する製造フロー（製造方法）に関する説明部分にお
いて別途詳細に説明を行うが、この一対の基板であるアレイ基板１１０およびＣＦ基板１
２０の何れか一方の基板表面に液晶が複数の液滴として配置された後に両方の基板間に挟
まれることによりシールパターン１３３により囲まれる領域内に封止されて形成される滴
下注入（ＯＤＦ：Ｏｎｅ　Ｄｒｏｐ　Ｆｉｌｌｉｎｇ）方式により製造される。
【００２７】
　従って、シールパターン１３３は、閉ループ形状であり真空注入方式で製造される液晶
パネルのように液晶を注入するための開口部である注入口は形成されておらず、別途注入
口を封止するための封止材も設けられていないといった構造的な特徴を備えている。また
、シールパターン１３３の材質は、導電性粒子を混在させた光硬化型シール剤（光硬化型
樹脂）によりなる。
【００２８】
　更にトランスファ電極と共通電極１２３は、シールパターン１３３中に混在される導電
性粒子により電気的に接続されており、端子１１６から入力された信号が共通電極１２３
に伝達される。導電性粒子としては、弾性変形可能なものが導通の安定の点で好ましく、
例えば、表面に金メッキがされた球形の樹脂を用いると良い。この他に、液晶パネル１０
は、駆動信号を発生する制御基板１３６、制御基板１３６を端子１１６に電気的に接続す
るＦＦＣ（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｆｌａｔ　Ｃａｂｌｅ）１３７などを備えている。
【００２９】
　更に、液晶パネル１０の表示面の反対側であるアレイ基板１１０に対向して光源となる
バックライトユニット（図示せず）が配置されており、更に、液晶パネル１０とバックラ
イトユニット間には光の偏光状態や指向性などを制御する光学シートが配置されている。
液晶パネル１０は、これら部材と共に表示面となる表示領域１００におけるＣＦ基板１２
０の外側の部分が開放された筐体（図示せず）の中に収納され、本実施の形態１の液晶表
示装置は構成される。
【００３０】
　続いて、本発明での特徴的な構成である柱状スペーサ１３４および柱状スペーサ１３４
ｓについて説明を行う。まず、本実施の形態１の柱状スペーサ１３４および柱状スペーサ
１３４ｓについては、高温時の下膨れ不良、低温時の発泡不良の２つの不良を防止するこ
とと、表示面に対する外的衝撃に対する耐性を確保することを両立するために、相対的に
高さの高いスペーサと相対的に高さの低いスペーサの異なる２種類の柱状スペーサ形態を
混在して備えるデュアルスペーサ構造を用いており、図１および図３にも示されるとおり
、ＣＦ基板１２０表面において、柱状スペーサ１３４が相対的に高さの高いスペーサとな
るデュアルスペーサ構造のメインスペーサとなり、柱状スペーサ１３４ｓが相対的に高さ
の低いスペーサとなるサプスペーサとなる。
【００３１】
　具体的には、図３は、液晶パネル１０のアレイ基板１１０とＣＦ基板１２０の表面に、
特に外圧などが印加されない状態、つまり、基板間隔が所定値（セルギャップ値）の状態
を示しているものとするが、メインスペーサ部を示す図３（ａ）中の柱状スペーサ１３４
については、アレイ基板１１０とＣＦ基板１２０に当接した状態であり、更に、図示は省
略するが、アレイ基板１１０とＣＦ基板１２０の表面に外圧などが印加されることによっ
て、基板間隔が上記の所定値（セルギャップ値）より狭くなった場合にも、柱状スペーサ
１３４は、アレイ基板１１０とＣＦ基板１２０に当接されることとなる。つまり、柱状ス
ペーサ１３４は、常時、アレイ基板１１０とＣＦ基板１２０に当接して、基板間隔をセル
ギャップ値に保持することとなる。つまり、デュアルスペーサ構造におけるメインスペー
サとして機能する。
【００３２】
　一方、特に外圧などが印加されない状態であるサブスペーサ部を示す図３（ｂ）中の柱
状スペーサ１３４ｓについては、アレイ基板１１０には当接されていないが、アレイ基板
１１０とＣＦ基板１２０の表面に外圧などが印加されることによって、基板間隔が上記の
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セルギャップ値より狭くなった場合には、アレイ基板１１０に当接して、ある程度の範囲
に基板間隔を保持する。つまり、デュアルスペーサ構造におけるサブスペーサとして機能
する。
【００３３】
　また、メインスペーサである柱状スペーサ１３４と、サブスペーサである柱状スペーサ
１３４ｓの配置密度、更に両者の比率としては、柱状スペーサ１３４の比率を柱状スペー
サ１３４ｓの比率に比べて同等か少ない割合に配置することが望ましいが、本実施の形態
１では、一例として、図２の平面図に示すとおり、３画素あたり１ヶ所の画素の割合で柱
状スペーサ１３４と柱状スペーサ１３４ｓの何れかを配置し、この何れかが配置される画
素の３画素あたり１ヶ所の画素の割合で柱状スペーサ１３４を配置している。つまり、９
画素あたり、柱状スペーサ１３４が配置される画素が１画素、柱状スペーサ１３４ｓが配
置される画素が２画素の割合で配置され、この９画素を基本単位として、周期的に柱状ス
ペーサ１３４および柱状スペーサ１３４ｓが配置されることになる。よって、柱状スペー
サ１３４の配置される画素に対する柱状スペーサ１３４ｓの配置される画素の比率は１対
２となっている。
【００３４】
　更に、本実施の形態１のメインスペーサとして用いられている柱状スペーサ１３４につ
いては、従来からのデュアルスペーサ構造におけるメインスペーサとは異なる以下の特徴
的な構成を備えている。本実施の形態１の柱状スペーサ１３４については、図３（ａ）の
柱状スペーサ１３４近傍部での断面図、図５の柱状スペーサ１３４の詳細図に示すとおり
、ＣＦ基板１２０上の最表面に形成される配向膜１２２より突出して形成された柱状スペ
ーサ１３４のＣＦ基板１２０側と反対方向の先端部分において、対向配置されるアレイ基
板１１０とＣＦ基板１２０間での位置ずれを抑制するために、アレイ基板１１０表面との
間の特に基板面と平行方向（基板面に沿う方向、具体的には、図中ではＸＹ平面に平行な
方向）における摩擦を大きくする凹凸形状の部分が設けられている。なお、ここで用いる
基板面とは、アレイ基板１１０或いはＣＦ基板１２０の表面と解釈しても良いが、アレイ
基板１１０を構成するガラス基板１１１或いはＣＦ基板１２０を構成するガラス基板１２
１の基板面と解釈しても良い。
【００３５】
　より具体的な構成としては、本実施の形態１の柱状スペーサ１３４においては、先端部
分に一方向（図中ではＹ方向に平行な方向）に長手方向を有する凹部と凸部（或いは、溝
状部と土手状部）が交互に配置されるスリット状の凹凸部１３５を備えている。なお、こ
の柱状スペーサ１３４のスリット状の凹凸部１３５の溝状部と土手状部の長手方向は、図
中ではＹ方向に平行な方向であって、ゲート配線１１７の延在方向に一致されていること
になる。また、図５（ａ）の上面図および図５（ｂ）の側面図に示されるとおり、ここで
は、この溝状部と土手状部は、其々概ね等幅で、溝状部或いは土手状部の側壁面は、概ね
垂直方向（図中ではＸＹ平面に垂直な方向でＹＺ平面に平行な方向）に形成されている。
【００３６】
　また、この柱状スペーサ１３４についての具体的なサイズ、特に柱状スペーサ１３４に
形成されるスリット状の凹凸部１３５を構成する溝状部と土手状部の幅などのサイズや形
成する数について、一例ではあるが、図５に示す例で説明する。図５では、５本の溝状部
と６本の土手状部が交互配置される例を示している。また、柱状スペーサ１３４の水平方
向（図中ではＸＹ平面に平行な方向）の形状は３０μｍ程度の円形としており、垂直方向
（図中Ｚ方向）の高さは土手状部の先端部を基準とすると４μｍ程度としている。よって
、溝状部と土手状部の幅は３μｍ程度となる。また、溝状部の深さ、或いは土手状部の高
さについては、柱状スペーサ１３４の高さの１／４程度として、１μｍ程度に設定してい
る。更に、溝状部の底面のＣＦ基板１２０表面からの高さを、サブスペーサである柱状ス
ペーサ１３４ｓのＣＦ基板１２０表面からの高さと同じ高さに設定しておくと、以降で説
明するハーフトーンマスクなどを用いて柱状スペーサ１３４の先端部分に形成されるスリ
ット状の凹凸部１３５と柱状スペーサ１３４ｓとを同時形成することができることから都
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合が良い。
【００３７】
　なお、以降で、もう少し詳細な説明を加えるが、上記寸法設定は、柱状スペーサ１３４
の加工プロセスの容易性を考慮して設定している。より高精細な加工プロセスを選択する
ことで、より微細な幅に溝状部と土手状部を設定しても良い。例えば、溝状部と土手状部
の幅を１μｍ程度に設定することで、同じサイズの柱状スペーサ１３４であれば、溝状部
と土手状部を併せて３０本程度形成することも可能である。更に、溝状部の深さ、或いは
土手状部の高さについても１μｍよりも大きく設定することで、溝状部と土手状部の幅に
比べて、溝状部の深さ、或いは土手状部の高さを大きく設定することも可能である。この
様に選択することで、この柱状スペーサ１３４に設けられるスリット状の凹凸部１３５の
アレイ基板１１０表面との間の特に基板面と平行方向（図中ではＸＹ平面に平行な方向）
における摩擦を大きくする作用をより顕著で効果的にすることも可能である。
【００３８】
　また、この柱状スペーサ１３４についてのＣＦ基板１２０上での具体的な平面的な配置
関係について、図４（ａ）を用いて、アレイ基板１１０と接する場合における具体的な平
面的な配置関係などについて、図４（ｂ）を用いて説明する。なお、ＣＦ基板１２０およ
びアレイ基板１１０の表面には実際には配向膜１２２および配向膜１１２が形成されてい
るが、ここでは、特に柱状スペーサ１３４の平面的な配置関係を説明するだけであること
から、図４（ａ）および図４（ｂ）においては、説明の便宜上で図示を省略している。
【００３９】
　まず、図４（ａ）に示されるとおり、ＣＦ基板１２０表面におけるＢＭ１２５の形成領
域と重なる領域に柱状スペーサ１３４は配置される。なお、図中では、＋Ｚ方向側、つま
り、ガラス基板１２１（図示は省略されている）側よりＣＦ基板１２０を見た斜視図で示
されている。従って、図中では外形を点線にて図示しているとおり、柱状スペーサ１３４
はＢＭ１２５よりも下側に配置されていることになり、ＣＦ基板１２０表面におけるＢＭ
１２５の配置される側より、図中の－Ｚ方向に突出することになる。また、先に説明を行
った柱状スペーサ１３４の先端部分に設けられるスリット状の凹凸部１３５は、図示され
る柱状スペーサ１３４の下側に配置されることになる。
【００４０】
　続いて、図４（ｂ）に示されるとおり、アレイ基板１１０におけるゲート配線１１７お
よびソース配線１１８とこれら配線の交差部付近に設けられるＴＦＴ１１４との位置関係
として、柱状スペーサ１３４は、アレイ基板１１０の表面における比較的広い平坦部とな
るＴＦＴ１１４などの凹凸の形成されている領域と重複しない位置のゲート配線１１７の
形成領域に配置され、特に柱状スペーサ１３４の先端部分（図中では、柱状スペーサ１３
４の下側（－Ｚ方向）に示される）に設けられるスリット状の凹凸部１３５において、ア
レイ基板１１０表面と当接する。
【００４１】
　なお、図４（ａ）に示したとおり、柱状スペーサ１３４は、ＣＦ基板１２０表面より突
出して形成されていることになるが、図４（ｂ）では、ＣＦ基板１２０の図示を省略して
、柱状スペーサ１３４のみを表示して、アレイ基板１１０との位置関係を示している。ま
た、柱状スペーサ１３４と、アレイ基板１１０とそこに形成されるＴＦＴ１１４やゲート
配線１１７など、或いは、ＣＦ基板１２０とそこに形成されるＢＭ１２５やカラーフィル
タ１２４などとの配置関係は、図３の柱状スペーサ１３４近傍部分における断面図からも
位置関係を確認することができる。
【００４２】
　以上のとおり、柱状スペーサ１３４は、アレイ基板１１０に設けられた、少なくとも、
この柱状スペーサ１３４の先端部分よりも広い平坦部においてアレイ基板１１０の表面と
当接されることになる。なお、有機平坦化層などによって、ＴＦＴ１１４形成部における
アレイ基板１１０の表面が平坦化されていれば、ＴＦＴ１１４形成部に重なって、柱状ス
ペーサ１３４を配置して、ＴＦＴ１１４形成部の平坦化されたアレイ基板１１０表面にス
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リット状の凹凸部１３５を当接させても良い。
【００４３】
　また、柱状スペーサ１３４とは直接関係は無いが、ＴＦＴ１１４は、図３および図４に
示されるとおり、ゲート電極を兼ねるゲート配線１１７上に、ゲート絶縁膜として機能す
る絶縁膜１１５を介して形成された半導体層であるチャネル層１１４ｃと、その上に配置
されてチャネル層１１４ｃに接続されるソース電極１１４ｓおよびドレイン電極１１４ｄ
より構成されており、ＴＦＴ１１４のドレイン電極１１４ｄに画素電極１１３が接続され
ている。
【００４４】
　＜液晶表示装置の製造フロー＞
　本発明に係る実施の形態１の液晶表示装置の製造方法として、上記のような構成の液晶
パネルを有する液晶表示装置の製造フローを、図６に示すフローチャートを用いて説明す
る。通常、液晶パネルは最終形状よりも大きなマザー基板から、液晶パネルを１枚或いは
複数枚切り出して（多面取りとも呼ばれる）製造される。図６におけるステップＳ１～Ｓ
８（Ｓ９途中まで）のプロセスは、マザー基板の状態でのプロセスである。
【００４５】
　まず、基板準備工程においてマザーアレイ基板およびマザーＣＦ基板に対して配線など
の形成が行われる。すなわち、マザーアレイ基板においては、図２から図４に示したゲー
ト配線１１７、ソース配線１１８、ＴＦＴ１１４および画素電極１１３などを作り込む工
程を行うが、これらの作り込みは一般的な液晶パネルにおけるアレイ基板の製造方法と同
様であるので、製造方法に関する詳細な説明は省略する。
【００４６】
　一方、マザーＣＦ基板においては、図１或いは図３、図４に示したＢＭ１２５、カラー
フィルタ１２４、或いは、デュアルスペーサ構造の柱状スペーサ１３４および柱状スペー
サ１３４ｓなどを作り込む工程を行うが、これらの作り込みは一般的な液晶パネルにおけ
るＣＦ基板の製造方法と同様であるので、製造方法に関する詳細な説明は省略する。特に
異なる高さに設けられる柱状スペーサ１３４および柱状スペーサ１３４ｓと、特に柱状ス
ペーサ１３４の先端部分に形成されるスリット状の凹凸部１３５については、公知の異な
る高さのデュアルスペーサ構造の形成方法であるハーフトーンマスク（或いはグレートー
ンマスク、その他、中間調露光マスクなどと言われる）技術を利用して形成することがで
きる。
【００４７】
　より具体的には、柱状スペーサ１３４および柱状スペーサ１３４ｓを形成するために、
感光性樹脂膜を塗布形成する。続いて、ハーフトーンマスクを用いて、柱状スペーサ１３
４および柱状スペーサ１３４ｓの形成部以外の領域については、感光性樹脂膜を全て除去
できるように第１の露光条件により露光し、柱状スペーサ１３４のスリット状の凹凸部１
３５の特に土手状部の形成領域については、感光性樹脂膜が全て残るように第２の露光条
件により露光し、更に、柱状スペーサ１３４ｓの形成領域と、柱状スペーサ１３４のスリ
ット状の凹凸部１３５の特に溝状部の形成領域については、感光性樹脂膜が厚み方向に一
部残るように、前記２種類の露光条件の間の第３の露光条件となる中間調露光を行う。
【００４８】
　なお、露光処理自体は、上記説明の領域に対応して３種類の露光条件となる光透過性を
作り分けた設計をしたハーフトーンマスクを用いることで、一回の露光処理によって形成
することができる。以上のとおり、本発明の柱状スペーサ１３４および柱状スペーサ１３
４ｓは従来のデュアルスペーサ構造の柱状スペーサの形成と同程度の低コストにて比較的
容易に形成することが可能である。
【００４９】
　また、使用する感光性樹脂膜について、ＬＳＩ形成プロセスにて利用されるような公知
の高精細パターンニング用のレジスト材料や、露光光源としてｉ線やエキシマレーザー光
などの光源を利用した露光装置などを利用することで、所望される形状である基板面に対
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して垂直方向に比較的切り立った側壁を有した柱状スペーサ１３４、柱状スペーサ１３４
ｓおよび柱状スペーサ１３４の先端部に形成されるスリット状の凹凸部１３５を形成する
ことができ、形成プロセスとして望ましい。
【００５０】
　また、ハーフトーンマスクなどを用いる方法を選択することは必須ではなく、若干コス
トの増加する形成手段とはなるが、別の形成手段として、柱状スペーサ１３４の位置も含
めて、一旦、柱状スペーサ１３４ｓと同じ高さに柱状スペーサパターンを形成した後に、
上記説明の高精細パターンニング用のレジスト材を凹凸部１３５の凸部の高さ程度の厚み
に形成した後、凹凸部１３５の凸部のみを残すように露光パターニング形成することによ
っても、この柱状スペーサ１３４および柱状スペーサ１３４ｓを形成できる。
【００５１】
　以上のとおり、マザーアレイ基板およびマザーＣＦ基板を準備した後、まず、ステップ
Ｓ１の基板洗浄工程において、以上のように準備されたマザーアレイ基板およびマザーＣ
Ｆ基板に対して、基板を洗浄する基板洗浄工程を行う。次に、ステップＳ１の配向膜材料
塗布工程において、マザーアレイ基板およびマザーＣＦ基板の片側表面に、配向膜材料の
塗布形成を行う。この工程ではマザーアレイ基板およびマザーＣＦ基板の互いに向かい合
う主面に、例えば、フレキソ印刷法により有機材で構成される配向膜材料を転写塗布し、
ホットプレートなどにより焼成処理し乾燥させる工程を含んでいる。
【００５２】
　次に、ステップＳ３の配向処理工程において、配向膜材料に対して、例えばラビング処
理を行い、配向膜材料表面を配向処理して配向膜１１２および配向膜１２２を形成する。
なお、マザーＣＦ基板上に形成された柱状スペーサ１３４および柱状スペーサ１３４ｓ上
は配向膜１２２により覆われる。従って、この配向膜材料により、柱状スペーサ１３４の
特にスリット状の凹凸部１３５について形状が変わってしまうことが懸念される。
【００５３】
　しかしながら、柱状スペーサ１３４の表面に塗布形成される配向膜１２２は、その他、
平坦部に形成される配向膜１２２の厚みに比べて薄く、柱状スペーサ１３４の特にスリッ
ト状の凹凸部１３５の高さに比べても、この柱状スペーサ１３４の表面に塗布形成される
配向膜１２２は非常に薄い。従って、柱状スペーサ１３４の特にスリット状の凹凸部１３
５の形状に対する配向膜１２２の影響は比較的少ない。図においても、柱状スペーサ１３
４上、特にスリット状の凹凸部１３５表面に塗布された配向膜１２２は図示などを省略し
ている。
【００５４】
　次に、ステップＳ４のシール剤塗布工程において、スクリーン印刷装置を用いて、マザ
ーアレイ基板或いはマザーＣＦ基板の主面に、シール剤を印刷ペーストとして塗布する。
シール剤は、液晶パネルの表示領域を囲うように塗布され、シールパターン１３３を形成
する。次に、ステップＳ５の液晶滴下工程において、シールパターン１３３が形成された
方の基板のシールパターン１３３で囲まれた領域内に液晶材料を滴下する。
【００５５】
　次に、ステップＳ６の真空貼り合わせ工程において、マザーアレイ基板とマザーＣＦ基
板とを真空状態で貼り合わせてマザーセル基板を形成する。次に、ステップＳ７のＵＶ（
紫外線）照射工程でマザーセル基板に紫外線を照射し、シール剤を仮硬化させる。その後
、ステップＳ８において加熱によりアフターキュアを行い、シール剤を完全に硬化させて
、硬化したシールパターン１３３を得る。
【００５６】
　次に、ステップＳ９のセル分断工程において、マザーセル基板をスクライブラインに沿
って切断し、個々の液晶セルに分断する。以上のように分断された個々の液晶セルに対し
て、ステップＳ１０の偏光板貼り付け工程、ステップＳ１１の制御基板実装工程などを実
行し、一連の製造工程が完了し、図１および図２のとおり、液晶パネル１０が完成する。
【００５７】
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　更に、液晶パネル１０の反視認側となるアレイ基板１１０の裏面側に位相差板などの光
学フィルムを介して、バックライトユニットを配設し、樹脂や金属などよりなるフレーム
（筐体）内に、液晶パネル１０およびこれら周辺部材を適宜収納し、最終的な本発明を適
用した液晶表示装置が完成する。
【００５８】
　以上のように製造された液晶表示装置は次のように動作する。例えば、外部回路である
制御基板１３６から画像信号や制御信号などの電気信号が入力されると、画素電極１１３
および共通電極１２３に駆動電圧が加わり、駆動電圧に合わせて液晶の分子の方向が変わ
る。その結果、各画素の光透過率が制御される。そして、バックライトユニットの発する
光がアレイ基板１１０、液晶層１３０およびＣＦ基板１２０を介することで、外部へ各画
素の光透過率に応じて透過或いは遮断されることにより、液晶パネル１０の表示領域１０
０にカラー画像などが表示される。
【００５９】
　続いて、図７を用いて、本実施の形態１の液晶表示装置における作用について説明を行
う。図７（ａ）および図７（ｂ）は、其々、液晶パネル１０へ振動及び外力が印加される
ことに伴って、液晶パネル１０にたわみなどを生じ、基板間が横方向（基板面に対して平
行方向）に位置ずれを生じた場合の前後における柱状スペーサ１３４近傍のゲート配線１
１７と垂直方向の平面（図中ではＸＺ平面に平行な平面）での断面図に相当する。
【００６０】
　液晶パネル１０にたわみなどを生じると、図７（ａ）の状態より、図７（ｂ）の図中斜
め網掛け矢印で方向を示したとおり、ＣＦ基板１２０は－Ｘ方向に、アレイ基板１１０は
＋Ｘ方向に、其々の基板間に相対的な位置ずれを生じる。その際に、柱状スペーサ１３４
の特に先端部分に設けられるスリット状の凹凸部１３５は、アレイ基板１１０表面の配向
膜１１２と当接した状態で図中網掛け矢印の方向に変形を生ずる。然しながら、柱状スペ
ーサ１３４とその先端部分に設けられるスリット状の凹凸部１３５は弾性変形的な挙動を
示すことから、この位置ずれ量が大きくなるにつれて、このアレイ基板１１０とＣＦ基板
１２０間の位置ずれを戻す方向の反発力が大きくなることになり、この位置ずれを少なく
するように作用する。従って、この柱状スペーサ１３４に設けられるスリット状の凹凸部
１３５はアレイ基板１１０表面との間の特に基板面と平行方向の摩擦を大きくする作用を
発揮することになる。また、振動及び外力が加わることに伴うアレイ基板１１０とＣＦ基
板１２０間の位置ずれを緩和することができることになる。
【００６１】
　また、この柱状スペーサ１３４の特に先端部分に設けられるスリット状の凹凸部１３５
と当接するアレイ基板１１０表面には目立った凹凸の無い平坦な面で、噛み合うこともな
く当接しているのみであることから、比較的大きな振動及び外力が加わった際には、特に
柱状スペーサ１３４やアレイ基板１１０表面の配向膜１１２の破壊を伴うことなく、ある
程度の範囲においてずれることができる。また、振動や外力などの外的な位置ずれ要因以
外のプロセスバラツキの範囲において、アレイ基板１１０上のパターンとＣＦ基板１２０
上の柱状スペーサ１３４間に位置ずれを生じた場合においても、特にセルギャップ値に悪
影響を及ぼすことも無い。
【００６２】
　更に、この柱状スペーサ１３４の特に先端部分に設けられるスリット状の凹凸部１３５
によって、アレイ基板１１０とＣＦ基板１２０間の位置ずれを戻す方向の力が作用してい
ることによって、上記の液晶パネル１０へ振動及び外力の印加が終了した場合、或いは、
液晶パネル１０へのたわみが戻った際には、アレイ基板１１０とＣＦ基板１２０間の位置
ずれが戻るとともに、柱状スペーサ１３４およびスリット状の凹凸部１３５の変形状態や
、アレイ基板１１０との当接位置などについては、概ね図７（ａ）の状態に戻ることにな
る。
【００６３】
　以上の結果として、柱状スペーサ１３４の特に配向膜１１２と当接する先端部分におい
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ては、位置ずれを生ずる前の図７（ａ）の状態での柱状スペーサ１３４の先端部分のスリ
ット状の凹凸部１３５の当接する部分のゲート配線１１７上の配向膜１１２の位置から大
きくずれることは無い。つまり、柱状スペーサ１３４の先端部分に設けられるスリット状
の凹凸部１３５が表示に寄与する領域として設定されている画素開口領域内に相当するゲ
ート配線１１７上以外の配向膜１１２上にまで大きく食み出して配向膜１１２表面を擦る
ことは無い。
【００６４】
　以上説明のとおり、本実施の形態１の液晶表示装置においては、柱状スペーサ１３４の
特に先端部分に対向配置されるアレイ基板１１０とＣＦ基板１２０間での位置ずれを抑制
するために、アレイ基板１１０表面との間の特に基板面と平行方向の摩擦を大きくする凹
凸部１３５が設けられ、その凹凸部１３５は、アレイ基板１１０表面における柱状スペー
サ１３４の先端部分よりも広い平坦部において当接保持される構成を備えていることから
、液晶パネル１０へ振動及び外力が印加された場合においても、配向膜１１２表面が柱状
スペーサ１３４により擦られることにより生ずる配向異常領域が画素開口領域内に及んで
光漏れを生ずる現象の発生を改善することができる。また、アレイ基板１１０とＣＦ基板
１２０間の位置ずれを緩和することができることによって、高開口率化（画素開口領域の
比率を高くすること）した設計を採用した場合においても、柱状スペーサの近傍以外も含
めて光漏れの発生を起こし難くすることができ、振動・衝撃に対して強く、高い表示品位
の液晶表示装置が得られる。更に、上記効果は、柱状スペーサ周辺におけるパターンの破
壊などを生ずることなく得ることができる。また、プロセスばらつきの範囲内での其々の
基板表面に形成されるパターンの位置ずれを生じてもセルギャップに関する不具合を生ず
ることも無い。
【００６５】
　また、特に本実施の形態１においては、この柱状スペーサ１３４の先端部分に設けたア
レイ基板１１０表面との間の特に基板面と平行方向の摩擦を大きくする凹凸部について、
先端部分に一方向（図中ではＹ方向に平行な方向）に長手方向を有する凹部と凸部（或い
は、溝状部と土手状部）が交互に配置されるスリット状の凹凸部１３５として、更に、こ
の柱状スペーサ１３４のスリット状の凹凸部１３５の溝状部と土手状部の長手方向をゲー
ト配線１１７の延在方向に平行に設定されている。従って、アレイ基板１１０表面との間
に生ずる摩擦においては、スリット状の凹凸部１３５の溝状部と土手状部の長手方向に対
して垂直方向へのずれに対しての摩擦が、当該溝状部と土手状部の長手方向へのずれに対
しての摩擦に比べて大きくなることになる。また、同様に、このスリット状の凹凸部１３
５の弾性変形的な挙動によって生ずることとなる、この位置ずれ量が大きくなるにつれて
生ずるアレイ基板１１０とＣＦ基板１２０間の位置ずれを戻す方向の反発力についても、
スリット状の凹凸部１３５の溝状部と土手状部の長手方向に対して垂直方向へのずれに対
しての反発力が、当該溝状部と土手状部の長手方向へのずれに対しての反発力に比べて大
きくなることになる。
【００６６】
　以上のことから、特にアレイ基板１１０とＣＦ基板１２０間の位置ずれを生じた場合に
柱状スペーサ１３４の当接部分がゲート配線１１７上以外の配向膜１１２に食み出し易い
方向となるゲート配線１１７の延在方向と垂直方向へのずれに対して、図７を用いて説明
したとおり、スリット状の凹凸部１３５によって生ずる特に基板面と平行方向の摩擦の大
きさ、更に、位置ずれを少なくする作用が最大限発揮されることになる。つまり、柱状ス
ペーサ１３４近傍での光漏れの発生を防止するために、この柱状スペーサ１３４の先端部
分に設けたスリット状の凹凸部１３５の形状は好適に設計されていることになる。
【００６７】
　なお、本発明の柱状スペーサ１３４については、この一種のみ配置した場合であっても
、押圧されると保持する面積が大きくなるというデュアルスペーサ構造の機能をある程度
有することから、柱状スペーサ１３４の配置密度を適宜調整することによって、サブスペ
ーサである柱状スペーサ１３４ｓの配置を省略することも可能である。また、使用温度範
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囲が然程広くない液晶表示装置の用途であれば、デュアルスペーサ構造の機能を有するこ
とは必須ではないことから、単にサブスペーサである柱状スペーサ１３４ｓの配置を省略
しても良い。例えば、本実施の形態１について、柱状スペーサ１３４ｓの配置される部分
にも全て柱状スペーサ１３４と同じ構造のスペーサを配置して、全ての柱状スペーサ１３
４が、常時、アレイ基板１１０とＣＦ基板１２０に当接して、基板間隔を所定の範囲内に
保持する構成を採用しても良い。
【００６８】
実施の形態２． 
　続いて、先に説明を行った実施の形態１の液晶表示装置より、メインスペーサとなる柱
状スペーサの構成のみ変更を行った実施の形態２の液晶表示装置について説明を行う。以
下、実施の形態１との変更部を重点的に説明することとする。まず、実施の形態２の液晶
表示装置に用いられる液晶パネル１０ａの特徴的な構成であるメインスペーサとなる柱状
スペーサ１３４ａの構成について、図８および図９を用いて説明する。ここで、図８は、
図８（ａ）がメインスペーサとなる柱状スペーサ１３４ａの上面からの詳細図であり、図
８（ｂ）が側面からの（図８（ａ）中の矢印Ｄ３方向から見た側面図に該当）詳細図であ
り、実施の形態１の図５に相当する。また、図９は、柱状スペーサ１３４ａの近傍部分に
おける液晶パネル１０ａの断面図であり、実施の形態１の図３（ａ）に相当し、図３（ａ
）と同様に液晶パネル１０ａのアレイ基板１１０とＣＦ基板１２０の表面に、特に外圧な
どが印加されない状態、つまり、基板間隔が所定値（セルギャップ値）の状態を示してい
る。
【００６９】
　本実施の形態２の柱状スペーサ１３４ａについては、図８の柱状スペーサ１３４ａの詳
細図、図９の柱状スペーサ１３４ａ近傍部での断面図に示すとおり、ＣＦ基板１２０上の
最表面に形成される配向膜１２２より突出して形成された柱状スペーサ１３４ａのＣＦ基
板１２０側と反対方向の先端部分において、対向配置されるアレイ基板１１０とＣＦ基板
１２０間での位置ずれを抑制するために、アレイ基板１１０表面との間の特に基板面と平
行方向の摩擦を大きくする凹凸形状の部分が設けられている点までは、実施の形態１のメ
インスペーサである柱状スペーサ１３４と同様であるが、その凹凸形状の部分の具体的な
構成が異なっている。
【００７０】
　より詳細には、本実施の形態２の柱状スペーサ１３４ａにおいては、先端部分に概ね同
心円状或いは同心円のリング状に設けられた凹部と凸部（或いは、溝状部と土手状部）が
交互に配置される凹凸部１３５ａを備えている。この凹凸部１３５ａの詳細形状としては
、図８（ｂ）の側面図中に点線で凹凸部１３５ａを構成する凹部或いは溝状部の形状を下
側に向かって幅の狭くなる台形形状で示しているとおり、外縁部にリング状の相対的に高
い箇所となる凸部或いは土手状部が設けられ、その円柱形状の中心に向かって内側に相対
的に低い箇所となる凹部或いは溝状部が設けられ、更に円柱形状中心に向かって相対的に
高い箇所となる中心近傍に円形状の凸部が設けられるなど、中央から外側に向かって波状
の高さ分布を持たせた構成としている。
【００７１】
　また、この柱状スペーサ１３４ａについての具体的なサイズ、特に柱状スペーサ１３４
ａに形成される凹凸部１３５ａを構成する同心円状或いは同心円のリング状に設けられた
溝状部の深さ或いは土手状部の高さなどのサイズについて、一例ではあるが、図８に示す
例で説明する。図８に示すとおり、柱状スペーサ１３４ａ全体の外形のサイズについては
、実施の形態１の柱状スペーサ１３４と同様となる水平方向（図中ではＸＹ平面に平行な
方向）の形状は３０μｍ程度の円形としており、垂直方向（図中Ｚ方向）の高さは土手状
部の先端部を基準とすると４μｍ程度としている。また、凹凸部１３５ａの形状としては
、１本のリング状の溝状部が配置される例を示しており、溝状部の深さ或いは土手状部の
高さについては、柱状スペーサ１３４の高さの１／２程度として、２μｍ程度に設定して
いる。
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【００７２】
　また、上記説明は、メインスペーサである柱状スペーサ１３４ａに関するものであるが
、本実施の形態２においても、デュアルスペーサ構造を採用し、サブスペーサとなる柱状
スペーサ１３４ｓを備えることにおいては、実施の形態１と同様であり、メインスペーサ
と、サブスペーサの配置密度、両者の比率などについても、実施の形態１と同様で構わな
い。また、実施の形態１において例示したとおり、本実施の形態２においても、この柱状
スペーサ１３４ａの一種のみ配置した構成としても良いことにおいても実施の形態１と同
様である。
【００７３】
　また、実施の形態２の柱状スペーサ１３４ａとその先端部に形成される同心円状或いは
同心円のリング状の凹凸部１３５ａと、更に柱状スペーサ１３４ｓを形成する方法につい
ては、実施の形態１の柱状スペーサ１３４および柱状スペーサ１３４ｓを形成するために
用いたハーフトーンマスク（或いはグレートーンマスク、その他、中間調露光マスクなど
と言われる）技術を適宜利用することで、一回の露光処理によって形成することができる
。
【００７４】
　なお、本実施の形態２の柱状スペーサ１３４ａの先端部に形成される凹凸部１３５ａは
、図８に示す例では、凹部と凸部の境界部、或いは溝状部と土手状部の境界部の壁面が傾
斜した形状とされているが、使用する感光性樹脂膜の材料としてパターンニング精度の低
いものを選択することや、露光解像度の条件を低解像度に設定することによって、この様
な壁面が傾斜した形状は比較的容易に形成することができる。なお、パターンニング精度
などを下げて壁面が傾斜した形状を形成した場合には、柱状スペーサ１３４ａと柱状スペ
ーサ１３４ｓの側壁も傾斜した形状になる。特に図８の例に示したとおり、柱状スペーサ
１３４ａと柱状スペーサ１３４ｓの側壁を基板面に対して垂直方向に比較的切り立った形
状のまま、凹凸部１３５ａの壁面のみを傾斜した形状とするためには、実施の形態１で好
ましい例とした高精細パターニング手法を用いたうえで、凹凸部１３５ａにおける凹部と
凸部の境界部の領域におけるハーフトーンマスクの露光条件を凸部の露光条件より凹部を
形成するための中間調露光条件まで、緩やかに変化する露光条件に光透過性を作り分けた
ハーフトーンマスクを設計して用いると良い。
【００７５】
　続いて、図１０を用いて、本実施の形態２の液晶表示装置における作用について説明を
行う。図１０（ａ）および図１０（ｂ）は、其々、液晶パネル１０ａへ振動及び外力が印
加されることに伴って、液晶パネル１０ａにたわみなどを生じ、基板間が横方向（基板面
に対して平行方向）に位置ずれを生じた場合の前後における柱状スペーサ１３４ａ近傍の
ゲート配線１１７と垂直方向の平面（図中ではＸＺ平面に平行な平面）での断面図に相当
する。また、実施の形態１における図７に相当する。
【００７６】
　液晶パネル１０ａにたわみなどを生じると、図１０（ａ）の状態より、図１０（ｂ）の
図中斜め網掛け矢印で方向を示したとおり、ＣＦ基板１２０は－Ｘ方向に、アレイ基板１
１０は＋Ｘ方向に、其々の基板間に相対的な位置ずれを生じる。その際に、柱状スペーサ
１３４ａの特に先端部分に設けられる同心円状或いは同心円のリング状の凹凸部１３５ａ
は、アレイ基板１１０表面の配向膜１１２と当接した状態で図中網掛け矢印の方向に変形
を生ずる。然しながら、柱状スペーサ１３４ａとその先端部分に設けられるリング状の凹
凸部１３５ａは弾性変形的な挙動を示すことから、この位置ずれ量が大きくなるにつれて
、このアレイ基板１１０とＣＦ基板１２０間の位置ずれを戻す方向の力が大きくなること
になり、この位置ずれを少なくするように作用する。従って、この柱状スペーサ１３４ａ
に設けられる凹凸部１３５ａはアレイ基板１１０表面との間の特に基板面と平行方向の摩
擦を大きくする作用を発揮することになる。また、振動及び外力が加わることに伴うアレ
イ基板１１０とＣＦ基板１２０間の位置ずれを緩和することができることになる。
【００７７】
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　また、本実施の形態２の液晶表示装置においても、柱状スペーサ１３４ａの特に先端部
分に対向配置されるアレイ基板１１０とＣＦ基板１２０間での位置ずれを抑制するために
、アレイ基板１１０表面との間の特に基板面と平行方向の摩擦を大きくする凹凸部１３５
ａが設けられ、その凹凸部１３５ａは、アレイ基板１１０表面における柱状スペーサ１３
４ａの先端部分よりも広い平坦部において当接保持される構成を備えていることから、実
施の形態１において、図７を用いて説明した作用と同様の作用が得られる。従って、液晶
パネル１０ａへ振動及び外力が印加された場合においても、配向膜１１２表面が柱状スペ
ーサ１３４ａにより擦られることにより生ずる配向異常領域が画素開口領域内に及んで光
漏れを生ずる現象の発生を改善することができる。また、アレイ基板１１０とＣＦ基板１
２０間の位置ずれを緩和することができることによって、高開口率化（画素開口領域の比
率を高くすること）した設計を採用した場合においても、柱状スペーサの近傍以外も含め
て光漏れの発生を起こし難くすることができ、振動・衝撃に対して強く、高い表示品位の
液晶表示装置が得られる。更に、上記効果は、柱状スペーサ周辺におけるパターンの破壊
などを生ずることなく得ることができる。また、プロセスばらつきの範囲内での其々の基
板表面に形成されるパターンの位置ずれを生じてもセルギャップに関する不具合を生ずる
ことも無い。
【００７８】
　また、本実施の形態２においては、この柱状スペーサ１３４ａの先端部分に設けたアレ
イ基板１１０表面との間の特に基板面と平行方向の摩擦を大きくする凹凸部について、異
方性を有しない同心円状或いは同心円のリング状に設けられた凹部と凸部（或いは、溝状
部と土手状部）などよりなる凹凸部１３５ａとされていることから、特にアレイ基板１１
０とＣＦ基板１２０間の位置ずれが何れの方向に生じた場合においても、図１０を用いて
説明したとおり、凹凸部１３５ａによる位置ずれを少なくする作用が概ね均等に発揮され
ることになる。この作用については、特に方向によらずアレイ基板１１０とＣＦ基板１２
０間の位置ずれを緩和することができることによって、高開口率化（画素開口領域の比率
を高くすること）した設計を採用した場合において、柱状スペーサの近傍以外も含めて光
漏れの発生を起こし難くする作用において、より効果が発揮されることとなる。
【００７９】
　なお、上記説明の実施の形態２の柱状スペーサ１３４ａと柱状スペーサ１３４ａの先端
部分に設けられる凹凸部１３５ａにより得られる作用と効果が得られるための柱状スペー
サの先端部形状としては、図８に示された同心円状或いは同心円のリング状に設けられた
凹凸部１３５ａの形状の場合のみに限られるものではなく、対向配置されるアレイ基板１
１０とＣＦ基板１２０間での位置ずれを抑制するために、アレイ基板１１０表面との間の
特に基板面と平行方向の摩擦を大きくするために必要な、ある程度の高低差と、ある程度
の配置密度に設けられた凹凸形状の部分が柱状スペーサの先端部に設けられていれば良く
、作用と効果の程度の差は生じるものの実施の形態２の柱状スペーサ１３４ａにおいて得
られる基本的な効果については得ることができる。
【００８０】
　実施の形態３． 
　続いて、先に説明を行った実施の形態１の液晶表示装置より、メインスペーサとなる柱
状スペーサの構成のみ変更を行った実施の形態３の液晶表示装置について説明を行う。以
下、実施の形態１との変更部を重点的に説明することとする。まず、実施の形態３の液晶
表示装置に用いられる液晶パネル１０ｂの特徴的な構成であるメインスペーサとなる柱状
スペーサ１３４ｂの構成について、図１１および図１２を用いて説明する。ここで、図１
１は、図１１（ａ）がメインスペーサとなる柱状スペーサ１３４ｂの上面からの詳細図で
あり、図１１（ｂ）が側面２方向からの（図１１（ａ）中の矢印Ｄ４方向から見た側面図
が図１１（ｂ）に、矢印Ｄ５方向から見た側面図が図１１（ｃ）に其々該当）詳細図であ
り、実施の形態１の図５に相当する。また、図１２は、柱状スペーサ１３４ｂの近傍部分
における液晶パネル１０ｂの断面図であり、実施の形態１の図３（ａ）に相当し、図３（
ａ）と同様に液晶パネル１０ｂのアレイ基板１１０とＣＦ基板１２０の表面に、特に外圧
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などが印加されない状態、つまり、基板間隔が所定値（セルギャップ値）の状態を示して
いる。
【００８１】
　本実施の形態３の柱状スペーサ１３４ｂについては、図１１の柱状スペーサ１３４ｂの
詳細図、図１２の柱状スペーサ１３４ｂ近傍部での断面図に示すとおり、ＣＦ基板１２０
上の最表面に形成される配向膜１２２より突出して形成された柱状スペーサ１３４ｂのＣ
Ｆ基板１２０側と反対方向の先端部分において、対向配置されるアレイ基板１１０とＣＦ
基板１２０間での位置ずれを抑制するために、アレイ基板１１０表面との間の特に基板面
と平行方向の摩擦を大きくする凹凸形状の部分が設けられている点、更に、その凹凸形状
が一方向（図中ではＹ方向に平行な方向）に長手方向を有する凹部と凸部（或いは、溝状
部と土手状部）が交互に配置されるスリット状の凹凸部である点までは、実施の形態１の
メインスペーサである柱状スペーサ１３４と同様であるが、そのスリット状の凹凸形状の
部分のより詳細な構成が異なっている。
【００８２】
　より詳細な相違点としては、本実施の形態３の柱状スペーサ１３４ｂの先端部分に配置
されるスリット状の凹凸部１３５ｂについては、スリット状の凹凸部１３５ｂを構成する
この溝状部と土手状部について、図１１（ａ）の上面図および図１１（ｂ）の側面図に示
されるとおり、溝状部或いは土手状部の側壁面が、スリット状の溝状部或いは土手状部の
長手方向（図中ではＹ方向に平行な方向）に対して片側のみにおいて傾斜面により構成さ
れ、反対側の側壁面については、基板面に対して垂直方向に比較的切り立った側壁面によ
り構成されている点が、実施の形態１の柱状スペーサ１３４のスリット状の凹凸部１３５
と異なっている。この傾斜面よりなる側壁面および比較的切り立った側壁面は、図１１（
ａ）の上面図および図１１（ｂ）の側面図に示されるとおり、スリット状の凹凸部１３５
ｂにおける図中の矢印Ｄ５方向、或いは、図中の＋Ｘ側からみた側に傾斜面よりなる側壁
面が、図中の－Ｘ側からみた側に比較的切り立った側壁面が、其々形成されている。
【００８３】
　また、この柱状スペーサ１３４ｂについての具体的なサイズ、特に柱状スペーサ１３４
ｂに形成されるスリット状の凹凸部１３５ｂを構成する溝状部と土手状部の幅などのサイ
ズや形成する数について、一例ではあるが、図１１に示す例で説明する。図１１では、３
本の溝状部と４本の土手状部が交互配置される例を示している。また、柱状スペーサ１３
４ｂの水平方向（図中ではＸＹ平面に平行な方向）の形状は３０μｍ程度の円形としてお
り、垂直方向（図中Ｚ方向）の高さは土手状部の先端部を基準とすると４μｍ程度として
いる。また、溝状部の深さ、或いは土手状部の高さについては、柱状スペーサ１３４ｂの
高さの１／３程度として、１.３μｍ程度に設定している。
【００８４】
　また、上記説明は、メインスペーサである柱状スペーサ１３４ｂに関するものであるが
、本実施の形態３においても、デュアルスペーサ構造を採用し、サブスペーサとなる柱状
スペーサ１３４ｓを備えることにおいては、実施の形態１と同様であり、メインスペーサ
と、サブスペーサの配置密度、両者の比率などについても、実施の形態１と同様で構わな
い。また、実施の形態１において例示したとおり、本実施の形態３においても、この柱状
スペーサ１３４ｂの一種のみ配置した構成としても良いことにおいても実施の形態１と同
様である。
【００８５】
　また、実施の形態３の柱状スペーサ１３４ａとその先端部に形成されるスリット状の凹
凸部１３５ｂと、更に柱状スペーサ１３４ｓを形成する方法については、実施の形態１の
柱状スペーサ１３４および柱状スペーサ１３４ｓを形成するために用いたハーフトーンマ
スク（或いはグレートーンマスク、その他、中間調露光マスクなどと言われる）技術を適
宜利用することで、一回の露光処理によって形成することができる。
【００８６】
　なお、本実施の形態３の柱状スペーサ１３４ｂの先端部に形成されるスリット状の凹凸
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部１３５ｂは、スリット状の凹凸部１３５ｂを構成するこの溝状部と土手状部の側壁面に
ついて、両側において、其々、傾斜面よりなる側壁面と比較的切り立った側壁面の異なる
形状とされているが、実施の形態１で好ましい例とした高精細パターニング手法を用いた
うえで、スリット状の凹凸部１３５ｂにおける傾斜面よりなる側壁面とする領域における
ハーフトーンマスクの露光条件を凸部の露光条件より凹部を形成するための中間調露光条
件まで、緩やかに変化する露光条件に光透過性を作り分けたハーフトーンマスクを設計し
て用いることで形成することができる。
【００８７】
　続いて、図１３を用いて、本実施の形態３の液晶表示装置における作用について説明を
行う。図１３（ａ）および図１３（ｂ）は、其々、液晶パネル１０ｂへ振動及び外力が印
加されることに伴って、液晶パネル１０ｂにたわみなどを生じ、基板間が横方向（基板面
に対して平行方向）に位置ずれを生じた場合の前後における柱状スペーサ１３４ｂ近傍の
ゲート配線１１７と垂直方向の平面（図中ではＸＺ平面に平行な平面）での断面図に相当
する。また、実施の形態１における図７に相当する。
【００８８】
　液晶パネル１０ｂにたわみなどを生じると、図１３（ａ）の状態より、図１３（ｂ）の
図中斜め網掛け矢印で方向を示したとおり、ＣＦ基板１２０は－Ｘ方向に、アレイ基板１
１０は＋Ｘ方向に、其々の基板間に相対的な位置ずれを生じる。その際に、柱状スペーサ
１３４ｂの特に先端部分に設けられるスリット状の凹凸部１３５ｂは、アレイ基板１１０
表面の配向膜１１２と当接した状態で図中網掛け矢印の方向に変形を生ずる。然しながら
、柱状スペーサ１３４ｂとその先端部分に設けられるスリット状の凹凸部１３５ｂは弾性
変形的な挙動を示すことから、この位置ずれ量が大きくなるにつれて、このアレイ基板１
１０とＣＦ基板１２０間の位置ずれを戻す方向の力が大きくなることになり、この位置ず
れを少なくするように作用する。
【００８９】
　特に、このスリット状の凹凸部１３５ｂの示す弾性変形的な挙動によって生ずることと
なるスリット状の凹凸部１３５ｂの変形される際の変形のし易さと、位置ずれ量が大きく
なるにつれて生ずる、このアレイ基板１１０とＣＦ基板１２０間の位置ずれを戻す方向の
力について、本実施の形態３における柱状スペーサ１３４ｂに設けられる凹凸部１３５ｂ
においては、実施の形態１の柱状スペーサ１３４とは異なる異方性を有した作用が得られ
る。
【００９０】
　具体的には、実施の形態１の柱状スペーサ１３４においては、スリット状の凹凸部１３
５の溝状部と土手状部の長手方向に対して垂直方向へのずれに対して、スリット状の凹凸
部１３５によって生ずるアレイ基板１１０表面との間に生ずる特に基板面と平行方向の摩
擦の大きさ、更に、それにより生ずる位置ずれを少なくする作用が最大限発揮されること
を説明した。本実施の形態３における柱状スペーサ１３４ｂでは、スリット状の凹凸部１
３５ｂを構成する溝状部と土手状部の側壁面について、両側において、其々、傾斜面より
なる側壁面と比較的切り立った側壁面の異なる形状とされていることによって、スリット
状の凹凸部１３５ｂの溝状部と土手状部の長手方向に対して垂直方向へのずれに対しての
摩擦が、当該溝状部と土手状部の長手方向へのずれに対しての摩擦に比べて大きくなるこ
とに加えて、当該溝状部と土手状部の長手方向に対して垂直方向のずれのうちで、特に柱
状スペーサ１３４ｂが設けられるＣＦ基板１２０がアレイ基板１１０に対してスリット状
の凹凸部１３５ｂの比較的切り立った側壁面が配置される方向（図中での－Ｘ方向）に相
対的に移動する方向において、作用する摩擦の大きさが最大となる。更に、それにより生
ずる位置ずれを少なくする作用についても最大限発揮されることになる。つまり、図１３
（ｂ）で示されるずれ方向で、このずれ防止作用が最大限発揮されることになる。
【００９１】
　更に、本実施の形態３においては、この柱状スペーサ１３４ｂの備えるスリット状の凹
凸部１３５ｂにより得られる異方性を有した特徴を最大限利用できる構成とするために、
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この柱状スペーサ１３４ｂのスリット状の凹凸部１３５ｂの溝状部と土手状部の長手方向
が図中ではＹ方向に平行な方向であって、ゲート配線１１７の延在方向に一致されている
という実施の形態１の液晶パネル１０と同様の特徴を備えることに加えて、もう一つの特
徴を有している。つまり、このスリット状の凹凸部１３５ｂの溝状部或いは土手状部の傾
斜面よりなる側壁面については、図１３（ａ）中での＋Ｘ側であって、この柱状スペーサ
１３４ｂの当接するゲート配線１１７の端部より遠い側に配置されている。また、逆に、
スリット状の凹凸部１３５ｂの溝状部或いは土手状部の比較的切り立った側壁面により構
成されている側壁面については、図１３（ａ）中での－Ｘ側であり、この柱状スペーサ１
３４ｂの当接するゲート配線１１７の端部に近い側に配置されている。
【００９２】
　以上の特徴を備えることによって、特にアレイ基板１１０とＣＦ基板１２０間の位置ず
れを生じた場合に柱状スペーサ１３４ｂの当接部分がゲート配線１１７上以外の配向膜１
１２に食み出し易い方向となるゲート配線１１７の延在方向と垂直方向であって、更にこ
の柱状スペーサ１３４ｂの当接するゲート配線１１７の端部に近い側へのずれに対して、
図１３を用いて説明したとおり、このスリット状の凹凸部１３５ｂによって生ずる摩擦の
大きさ、更に、位置ずれを少なくする作用が最大限発揮されることになる。つまり、柱状
スペーサ１３４近傍での光漏れの発生を防止するために、この柱状スペーサ１３４ｂの先
端部分に設けたスリット状の凹凸部１３５ｂの形状は最適に設計されていることになる。
【００９３】
　また、本実施の形態３の液晶表示装置においても、柱状スペーサ１３４ｂの特に先端部
分に、対向配置されるアレイ基板１１０とＣＦ基板１２０間での位置ずれを抑制するため
に、アレイ基板１１０表面との間の特に基板面と平行方向の摩擦を大きくする凹凸部１３
５ｂが設けられ、その凹凸部１３５ｂは、アレイ基板１１０表面における柱状スペーサ１
３４ｂの先端部分よりも広い平坦部において当接保持される構成を備えていることから、
実施の形態１において、図７を用いて説明した作用と同様の作用が得られる。従って、液
晶パネル１０ｂへ振動及び外力が印加された場合においても、配向膜１１２表面が柱状ス
ペーサ１３４ｂにより擦られることにより生ずる配向異常領域が画素開口領域内に及んで
光漏れを生ずる現象の発生を改善することができる。また、アレイ基板１１０とＣＦ基板
１２０間の位置ずれを緩和することができることによって、高開口率化（画素開口領域の
比率を高くすること）した設計を採用した場合においても、柱状スペーサの近傍以外も含
めて光漏れの発生を起こし難くすることができ、振動・衝撃に対して強く、高い表示品位
の液晶表示装置が得られる。更に、上記効果は、柱状スペーサ周辺におけるパターンの破
壊などを生ずることなく得ることができる。また、プロセスばらつきの範囲内での其々の
基板表面に形成されるパターンの位置ずれを生じてもセルギャップに関する不具合を生ず
ることも無い。
【００９４】
　実施の形態４． 
　続いて、先に説明を行った実施の形態１～実施の形態３の液晶表示装置より、メインス
ペーサとなる柱状スペーサの構成のみ変更を行った実施の形態４の液晶表示装置について
説明を行う。特に先に説明を行った実施の形態３においては、この柱状スペーサ１３４ｂ
の備えるスリット状の凹凸部１３５ｂにより得られる異方性を有した特徴を最大限利用で
きる構成とするために、この柱状スペーサ１３４ｂの当接するゲート配線１１７の端部と
の位置関係を設定することで、光モレの発生し易い部分において、その光モレを生ずる方
向でのずれ防止作用が最大限発揮されるようにした。一方、液晶パネル内においては、そ
の位置によって、ある程度、基板間でのずれ易い方向が決まっている。従って、以下にお
いて詳細説明を行う本実施の形態４の液晶表示装置においては、液晶パネル内の其々の位
置におけるそのずれ易い方向に応じて、実施の形態３において説明を行った異方性を有す
る柱状スペーサを場所によって異なる向きに配置することで、液晶パネル内の個々の場所
におけるずれの発生を最適に防止し、この光モレを最小化するものである。
【００９５】
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　以下、本実施形態４の液晶表示装置に用いられる液晶パネル２０の構成について、図１
４および図１５を用いて説明を行う。特に実施の形態１或いは実施の形態３との変更部を
重点的に説明する。ここで、図１４は、液晶パネル全体の構成の平面図を示しており、実
施の形態１の図２に相当する。また、図１５は、発明の主要部となるメインスペーサとな
る柱状スペーサ近傍部分を示す詳細説明図であり、若干断面の方向や垂直方向のサイズが
異なるが実施の形態３の図１２、或いは、図１３（ａ）などに相当し、図１２と同様に液
晶パネル２０のアレイ基板１１０とＣＦ基板１２０の表面に、特に外圧などが印加されな
い状態、つまり、基板間隔が所定値（セルギャップ値）の状態を示している。
【００９６】
　また、図１５（ａ）および図１５（ｂ）は、図１４の断面図に図示される領域ａ１に配
置されるメインスペーサとなる柱状スペーサ１３４ｃと、同じく領域ａ２に配置されるメ
インスペーサとなる柱状スペーサ１３４ｄとの、其々の近傍部分における断面図を示して
いる。ここで、領域ａ１および領域ａ２は、図１４に示すとおり、液晶パネル２０におい
て、液晶パネル２０の特に表示領域１００をゲート配線１１７の延在方向（図中ではＹ方
向に平行な方向）に沿って３つの領域に３分割した場合の中央部に位置する領域を除いた
２つの領域を其々少なくとも含む領域として設定し、ここでは、図中に破線で囲み示して
いるとおり、領域ａ１は、－Ｘ方向の端部側の領域に、領域ａ２は、＋Ｘ方向の端部側の
領域に、其々設定している。
【００９７】
　本実施の形態４のメインスペーサとなる柱状スペーサ１３４ｃおよび柱状スペーサ１３
４ｄについては、図１５の柱状スペーサ１３４ｃおよび柱状スペーサ１３４ｄの近傍部で
の断面図に示すとおり、柱状スペーサ１３４ｃおよび柱状スペーサ１３４ｄの形状、特に
これら柱状スペーサの先端部分に配置されるスリット状の凹凸部１３５ｃおよびスリット
状の凹凸部１３５ｄの形状自体については、何れについても、実施の形態３の柱状スペー
サ１３４ｂおよびその先端部分に配置されるスリット状の凹凸部１３５ｂと全く同じ形状
に設定される。従って、柱状スペーサ１３４ｃおよび柱状スペーサ１３４ｄの特に先端部
分に配置されるスリット状の凹凸部１３５ｃおよびスリット状の凹凸部１３５ｄについて
は、スリット状の凹凸部を構成する溝状部と土手状部について、その溝状部或いは土手状
部の側壁面が、スリット状の溝状部或いは土手状部の長手方向（図中ではＹ方向に平行な
方向）に対して片側のみにおいて傾斜面により構成され、反対側の側壁面については、基
板面に対して垂直方向に比較的切り立った側壁面により構成されている。
【００９８】
　本実施の形態４のメインスペーサとなる柱状スペーサ１３４ｃおよび柱状スペーサ１３
４ｄの実施の形態３の柱状スペーサ１３４ｂとの相違点としては、図１５（ａ）および図
１５（ｂ）に別々に示されるとおり、先端部分に配置されるスリット状の凹凸部１３５ｃ
およびスリット状の凹凸部１３５ｄについて、特にスリット状の溝状部或いは土手状部の
長手方向に対して片側のみにおいて設けられる傾斜面の配置される側面が、其々、左右異
なっている。具体的には、図１５（ａ）に示される領域ａ１に配置される柱状スペーサ１
３４ｃについては、図中の＋Ｘ方向側の側面に傾斜面を有しており、逆に、図１５（ｂ）
に示される領域ａ２に配置される柱状スペーサ１３４ｄについては、図中の－Ｘ方向側の
側面に傾斜面を有している。また、見方を変えると、領域ａ１に配置される柱状スペーサ
１３４ｃと、領域ａ２に配置される柱状スペーサ１３４ｄとは、共に、液晶パネル２０の
表示領域１００内の中央部側に向かう方向の側面において傾斜面を有していることになる
。
【００９９】
　なお、領域ａ１および領域ａ２を除く表示領域１００内に、つまり、表示領域１００内
の中央部に位置する領域近傍に配置されるメインスペーサとなる柱状スペーサについては
、柱状スペーサ１３４ｃと柱状スペーサ１３４ｄの形状とする必要性は薄く、例えば、実
施の形態１においてメインスペーサとして用いたゲート配線１１７の延在方向に長手方向
を有する凹部と凸部（或いは、溝状部と土手状部）が交互に配置されるスリット状の凹凸
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部１３５を備えた柱状スペーサ１３４と同様の構造で良い。あるいは、実施の形態２にお
いてメインスペーサとして用いた先端部分に概ね同心円状或いは同心円のリング状に設け
られた凹部と凸部（或いは、溝状部と土手状部）が交互に配置される凹凸部１３５ａを備
えた柱状スペーサ１３４ａと同様の構造でも良い。
【０１００】
　続いて、図１６および図１７を用いて、これら本実施の形態４の液晶表示装置における
作用について説明を行う。図１６は、液晶パネル２０の特に表示面の形成されるＣＦ基板
１２０の外側表面に対して外力が印加されることに伴って、液晶パネル２０にたわみなど
を生じた場合の状態を示すものであり、液晶表示装置を構成する液晶パネル２０は、この
部分において外側に露出していることから、通常、液晶表示装置が使用される場合におい
て、液晶パネル２０に直接外力が印加される場合として最も多く発生する場合に相当する
。また、図１７（ａ）および図１７（ｂ）は、この図１６の状態のように液晶パネル２０
にたわみなどを生じた場合において、基板間が横方向（基板面に対して平行方向）に位置
ずれを生じた場合における領域ａ１における柱状スペーサ１３４ｃ、領域ａ２における柱
状スペーサ１３４ｄの其々の近傍付近でのゲート配線１１７と垂直方向の平面（図中では
ＸＺ平面に平行な平面）での断面図に相当する。また、実施の形態３における図１３（ｂ
）に相当する。
【０１０１】
　まず、図１７（ａ）に示すとおり、図１６の状態のように液晶パネル２０にたわみなど
を生じた場合においては、液晶パネル２０における－Ｘ方向の端部側の領域となる領域ａ
１においては、図１７（ａ）の図中斜め網掛け矢印で示される方向にＣＦ基板１２０は－
Ｘ方向に、アレイ基板１１０は＋Ｘ方向に、其々の基板間に相対的な位置ずれを生じるこ
とになる。つまり、この領域ａ１では、アレイ基板１１０は液晶パネル２０の中央部側に
向かう方向に相対的な位置ずれを生じることになる。
【０１０２】
　一方、図１７（ｂ）に示すとおり、図１６の状態のように液晶パネル２０にたわみなど
を生じた場合においては、液晶パネル２０における＋Ｘ方向の端部側の領域となる領域ａ
２においては、図１７（ｂ）の図中斜め網掛け矢印で示される方向にＣＦ基板１２０は＋
Ｘ方向に、アレイ基板１１０は－Ｘ方向に、其々の基板間に相対的な位置ずれを生じるこ
とになる。つまり、領域ａ１とは逆方向に位置ずれを生じることになる。但し、外力が印
加されることとなる液晶パネル２０の中央部を基準と考えると、この領域ａ２においても
、領域ａ１の場合と同様に、アレイ基板１１０は液晶パネル２０の中央部側に向かう方向
に相対的な位置ずれを生じることになる。
【０１０３】
　以上のとおり、其々ＣＦ基板１２０とアレイ基板１１０の基板間に図１７（ａ）および
図１７（ｂ）に示すような相対的な位置ずれを生じた場合において、本実施の形態４にお
ける領域ａ１における柱状スペーサ１３４ｃ、領域ａ２における柱状スペーサ１３４ｄは
、以下のとおり作用する。具体的には、図１７（ａ）および図１７（ｂ）の何れの場合に
おいても、其々の柱状スペーサの特に先端部分に設けられるスリット状の凹凸部１３５ｃ
或いはスリット状の凹凸部１３５ｄにおいて、スリット状の凹凸部を構成する溝状部と土
手状部の側壁面における傾斜面の形成される方向と、基板間の位置ずれ方向との関係性は
、実施の形態３における図１３（ｂ）における柱状スペーサ１３４ｃのスリット状の凹凸
部１３５ｂの傾斜面の形成される方向と、基板間の位置ずれ方向との関係性と同じになる
。
【０１０４】
　従って、図１７（ａ）および図１７（ｂ）におけるＣＦ基板１２０とアレイ基板１１０
の基板間の相対的な位置ずれに対して、実施の形態３における図１３（ｂ）と同様の作用
が得られる。つまり、図１７（ａ）および図１７（ｂ）に示されるずれ方向が、特に柱状
スペーサ１３４ｂが設けられるＣＦ基板１２０がアレイ基板１１０に対してスリット状の
凹凸部１３５ｂの比較的切り立った側壁面が配置される方向（図中での－Ｘ方向）に相対
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的に移動する方向に一致されており、このずれ方向の場合にアレイ基板１１０に対してス
リット状の凹凸部１３５ｂにより作用する摩擦の大きさが最大となり、更に、それにより
生ずる位置ずれを少なくする作用が最大限発揮されることになる。
【０１０５】
　つまり、本実施の形態４における領域ａ１に配置される柱状スペーサ１３４ｃと領域ａ
２に配置される柱状スペーサ１３４ｄによって、通常、液晶表示装置が使用される場合に
おいて、液晶パネル２０に直接外力が印加される場合として最も多く発生する場合の基板
間に生ずる相対的な位置ずれとなるアレイ基板１１０が液晶パネル２０の中央部側に向か
う方向への相対的な位置ずれに対して、位置ずれを少なくする作用が最大限発揮されるこ
とになる。従って、この柱状スペーサ１３４ｃと柱状スペーサ１３４ｄの先端部分に設け
たスリット状の凹凸部１３５ｃおよびスリット状の凹凸部１３５ｄの形状は液晶パネル２
０内において其々の位置において最も顕著に発生する位置ずれを最小化するよう最適に設
計されていることになる。
【０１０６】
　また、本実施の形態４の液晶表示装置においても、柱状スペーサ１３４ｃおよび柱状ス
ペーサ１３４ｄの特に先端部分に、対向配置されるアレイ基板１１０とＣＦ基板１２０間
での位置ずれを抑制するために、アレイ基板１１０表面との間の特に基板面と平行方向の
摩擦を大きくする凹凸部１３５ｃおよび凹凸部１３５ｄが設けられ、その凹凸部１３５ｃ
および凹凸部１３５ｄは、アレイ基板１１０表面における柱状スペーサ１３４ｃおよび柱
状スペーサ１３４ｄの先端部分よりも広い平坦部において当接保持される構成を備えてい
ることから、実施の形態１において、図７を用いて説明した作用と同様の作用が得られる
。従って、液晶パネル２０へ振動及び外力が印加された場合においても、配向膜１１２表
面が柱状スペーサ１３４ｃおよび柱状スペーサ１３４ｄにより擦られることにより生ずる
配向異常領域が画素開口領域内に及んで光漏れを生ずる現象の発生を改善することができ
る。更に、上記効果は、柱状スペーサ周辺におけるパターンの破壊などを生ずることなく
得ることができる。また、プロセスばらつきの範囲内での其々の基板表面に形成されるパ
ターンの位置ずれを生じてもセルギャップに関する不具合を生ずることも無い。
【０１０７】
　また、液晶パネル２０内における其々の位置においてアレイ基板１１０とＣＦ基板１２
０間の位置ずれを最適に緩和することができることによって、高開口率化（画素開口領域
の比率を高くすること）した設計を採用した場合においても、柱状スペーサの近傍以外も
含めて、光漏れの発生を最大限起こし難くすることができ、振動・衝撃に対して強く、高
い表示品位の液晶表示装置が得られる。
【符号の説明】
【０１０８】
１０，１０ａ，１０ｂ，２０　液晶パネル、
１００　表示領域、１０１　額縁領域、
１１０　アレイ基板、１２０　ＣＦ基板、
１１１，１２１　ガラス基板、１１２，１２２　配向膜、
１１３　画素電極、１１４　ＴＦＴ、１１４ｃ　チャネル層、
１１４ｓ　ソース電極、１１４ｄ　ドレイン電極、
１１５　絶縁膜、１１６　端子、
１１７　ゲート配線、１１８　ソース配線、
１２３　共通電極、１２４　カラーフィルタ、１２５　ＢＭ、
１３０　液晶層、１３１、１３２　偏光板、１３３　シールパターン、
１３４，１３４ｓ，１３４ａ，１３４ｂ，１３４ｃ，１３４ｄ　柱状スペーサ、
１３５，１３５ａ，１３５ｂ，１３５ｃ，１３５ｄ　凹凸部
１３６　制御基板、１３７　ＦＦＣ。
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